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「頑張ろう！さいたま市！最大 20％戻ってくるキャンペーン」の

事業開始の延期について 

 令和２年９月１７日（木）から実施予定の「頑張ろう！さいたま市！最大 20％戻っ

てくるキャンペーン」について、本キャンペーンのキャッシュレス決済事業者 PayPay

株式会社の連携金融機関から不正引き出しがあったことをうけ、事業開始を延期する

ことといたしました。 

詳細につきましては、決定次第、市並びにさいたま市キャッシュレス決済による消

費活性化キャンペーン実行委員会（事務局：（公社）さいたま観光国際協会）のホー

ムページにてお知らせいたします。 
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